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はじめに 戦後 1948 年に「優生保護法」が成立（第

2 回国会の 7 月 13 日成立，9 月 11 日施行，1996 年

廃止）する。法の目的（第一条）には，「優生上の

見地から不良な子孫の出生を防止する…」とある。

その後，1949 年 5 月（第 5 回国会），1952 年 3月（第

13 回国会）に「改正」され，「強制的断種規定を強

化」し，また「改正を重ねるごとに，断種の対象を

拡大」した１）

２）。この法律で定められた「優生手術」(第

2 条，第 2 章〈第 3～13 条〉)に係って，荒川は「断

種については，一面では社会生活を営む条件の一つ

として，『特殊教育』の論理が支配的であった第二

次世界大戦後も，静かに支持され続けていた」３）と

指摘している。「優生保護法」に基づく「遺伝性疾

患（第 4 条）」「非遺伝性精神疾患（第 12 条）」（い

ずれも医師の申請によるもの）を理由とした「断種」

は，1955 年の「遺伝性疾患」1260 人，1954 年の「非

遺伝性精神疾患」160 人を最高にその後漸減したが，

1989 年まで続いていた4）。しかし，知的障害者の優

生手術の実態はほとんど明らかとなっていない５）。

本報告は，茨城県に残されていた公文書の分析から，

戦後の「優生保護法」下の知的障害者への「優生手

術」（断種）の事例を報告するものである。 

２ 優生手術の強制性 

 「優生保護法」（1948 年制定）そのものには「強

制優生手術」との用語は使用されていない。しかし，

「強制」との語が，1953 年に厚生省から各都道府県

知事宛てに出された厚生事務次官通知（厚生省発衛

第 130 号）「優生保護法の施行について」の中に「強

制の方法」との文言で使われたことが指摘されてい

る6）。ここでは「強制優生手術」との用語を使用し

た行政文書があったことを示す。 

①「優生保護法による優生手術及び人口妊娠中絶の

保険給付に関する件」（保発第 67 号 昭和 23 年 10

月 7 日，厚生省保険局長から都道府県知事宛て）の

中で，「優生保護法（昭和 23 年 7 月 13 日法律第 856

号）は本年 9月 12 日から施行されたところであるが

同法に基いてなす強制優生手術は勿論任意の優生手

術も国民の優生的見地から（略）ただ強制優生手術

は同法第 11 条の規定によりこれに要する費用は･･･

国庫の負担となる…」と 2 度使用されている。 

②「昭和 29 年度優生手術費交付金について」（衛発

第 310 号 昭和 30年 5 月 26 日，厚生省公衆衛生局

長から各都道府県知事宛て）の中で，「客年 10 月 6

日，厚生省発衛第 302 号をもって厚生事務次官より

通知された『昭和 29 年度強制優生手術費の国庫負担

について』…別紙の通り定めたので通知する」と，

使用されている。また，文脈より「厚生事務次官通

知」（厚生省発衛 302 号）に使用されていたことが

予想される。仮に誤記だとしても，「優生手術」が

県行政の運用段階で「強制優生手術」として認識さ

れていたことは言える。 

以上から，「優生保護法」そのものには「強制優

生手術」との用語は使用されてはいないが，運用段

階で、その語が使われていたことがわかる７）。 

Tab.１ 1954（昭和 29）年度 茨城県内の「強制優生手術」者一覧 

「昭和 29 年度優生手術費交付金個人別支出明細書」より作成（氏名は仮名・Ａ～Ｉとした） 

３ 強制優生手術の実態

Tab.１は，茨城県知事の友末洋治（知事就任期間

1947～59 年）から厚生大臣の川崎秀二に宛てた「昭

和 29 年度 優生手術費交付金清算書の提出につい

て」（公衛収第 418 号，1955年 7月 9 日付け）の「添

付書類」（「昭和 29 年度優生手術費交付金個人別支

出明細書」）から作成した。「優生保護法」の第 11

条（費用の負担）では，第 1 項で「優生手術に関す

る費用は，政令の定めるところにより，当該都道府

県の支弁」とし，その費用は「国庫の負担とする」

（第 2 項）とある。従って，国庫負担に関する県と

国とのやり取りに係る書類である。Tab.１から以下

のことがわかる。 

①「優生手術」の実施時期は，「昭和 29（1954）年

度」と推定できる。 

氏名 性別 年令 疾患名 手術実施病院名 手術術式 入院日数 
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内原精神病院 

内原精神病院 
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精管切除結さつ 

精管切除結さつ 

精管切除結さつ 

精管切除結さつ 

精管切除結さつ 

卵管圧ざ結さつ 

卵管圧ざ結さつ 

卵管圧ざ結さつ 

卵管圧ざ結さつ 

5 日 

5 日 

5 日 

5 日 
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②｢優生手術｣を受けた人は 9 人で，性別は，男（5

人）も女（4 人）も受けている。 

③「疾患名」は，「精神薄弱」（4 名）と「精神分

裂症」（5 名）となっている。「精神分裂症
．
」の疾

患名は，「優生保護法」では「遺伝性精神病」（別

表）の中に「精神分裂病
．
」として位置づいている（注，

「症」と「病」の違いはあるが同一疾患と推定）。

「優生保護法」では「遺伝性精神薄弱」と「遺伝性

のもの以外の精神薄弱」と「精神薄弱」を区別して

いる。ここでは「精神薄弱」との使用から「遺伝性

のもの以外の精神薄弱」と思われる。 

④「精神薄弱」者の年齢は，4 名（男 2 名，女 2 名）

とも「15 才」である。「精神分裂症」者（5 名）の

年齢は，24～32 才（24，27，29，30，32 才）である。 

⑤「手術実施病院名」は，「内原精神病院」である。

内原精神病院は，精神衛生法に基づいて 1950年４月

に開設された県立病院（1964 年 9 月廃止）で，戦後，

茨城県の基幹精神科病院として存在していた。 

⑥「手術術式」は，男には「精管切除結さつ」，女

には「卵管圧ざ結さつ」の方法がとられた。精管切

除結さつ法は，精管を陰嚢根部で 2 センチメートル

以上を切除し，各断端を焼しゃく結さつする。卵管

圧挫結さつ法は，卵管の中央を引き上げ，卵管を垂

直または鋭角に屈曲させ，その両脚を厚挫かん子で

圧挫，結さつする８）。 

⑦入院日数は，男は 5 日間，女は 15 日間であった。 

４ 考察と今後の課題 

知的障害者教育・福祉との関係で注目されるのは，

「強制優生手術」対象の「精神薄弱」者男女 4名は，

いずれも同一年齢で 15 歳（未成年）という点である。

「4 名」との数には，“15 歳という年齢を選択した

意図”が伺える。通常 15 歳とは，義務教育（小中学

校）を終え，当時で言えば「社会に出る」年齢であ

る。今後，15 歳という年齢の持っていた意味をさら

に明らかにする必要がある。 

また，4 名がどこに住んでいて，どのように集め

られ，その手続きは（特に誰の同意や承認を得たの

か）等，明らかにされるべき課題は多い。以下，そ

れらの点に係って，検討すべき課題を記す。 

1）「精神薄弱」者 4 名の居所は，次のいずれかが推

定できる。①手術実施病院である内原精神病院（1950

年４月開院し，1964 年 9 月廃止）。1958 年版『厚生

白書』によれば「精神薄弱者のうちには精神病院に

収容されている者もいる」９）とある。②内原精神病

院敷地内にあった「精神薄弱児施設茨城県立筑波学

園」。『内原町史 通史編』10）に「筑波学園は，大

正 12 年（1923）4 月に岡野豊四郎が私財を投じて筑

波町（つくば市）平沢に開設した県内最初の精神薄

弱児収容施設である。昭和 24 年 3 月，児童福祉法の

施行にともない正規の精神薄弱児施設として認可さ

れ，26 年 9月 5 日に県に移管され，県立筑波学園と

なった。そして，27（注 1952）年 2 月に内原精神

病院敷地内に新園舎を建築し，収容児 22 名とともに

移転（注，東茨城郡内原町鯉渕 2508 番地）してきた」

とある。③各家庭，等である。 

2）手続きについて 

「優生保護法」によれば，第 3 条（「医師の認定

による優生手術」）第 1 項で「医師は，…該当する

もの（遺伝性精神薄弱）に対して，本人の同意並び

に配偶者があるときはその同意を得て，優生手術を

行うことができる。但し，未成年者，精神病者又は

精神薄弱者については，この限りでない｣とある。ま

た，第 12 条（精神病者等に対する優生手術）で「医

師は…遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹

っている者について，･･･保護義務者（注，精神保健

法第 20 条・21 条）の同意があった場合には，都道

府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に

関する審査を申請することができる」としている。

どちらかに該当するが，具体的手続きを明らかにす

るのは，今後の課題である。 

おわりに 戦後の知的障害者に対する「断種」の事

実は，特殊教育を規定する本質的課題を内包してい

る。その点から歴史的事実の解明を進めたい。すで

に（旧西）ドイツでは 1980 年代に強制不妊手術の被

害者に政府の公的な謝罪と補償を，スウェーデンで

は 1999 年から開始している11）。その点から見ても，

事実解明が急がれるべきである。なお，本史料の所

在は，｢事実の検証という名のもとに，被害者に再度，

苦痛や不利益をもたらされるようなことがあっては

ならない｣12）と考え，明記を避けた。 
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